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研究成果の概要（和文）：本研究は、人が教育や訓練を通じて獲得し蓄積する所得獲得能力(human capital)
が、個人消費課税において適正かつ公平な取扱いを受ける税制のあり方を検討し、所得課税での「資産」と「取
得価額（ベイシス）」の概念を消費課税に応用することが、①教育や訓練を受ける人自身の観点、②その人を雇
用し、または、その人が営む企業の観点、③富の偏在や所得の再分配など社会や国家の観点の３つの観点から有
益であることを示した。

研究成果の概要（英文）：This research explored fair and proper consumption tax system to deal with 
human capital, i.e. the ability to earn income acquired through education and training, and showed 
that developing concepts similar to "assets" and "basis" in the field of income taxation is 
necessary for the fairness of consumption tax from the standpoints of 1) individuals who acquire an 
education or training, 2) enterprises that hire individuals or independent entrepreneurs, and 3) 
distribution of wealth and income in the state and society.

研究分野： 租税法

キーワード： ヒューマン・キャピタル　消費課税　取得価額　ベイシス　資産

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
消費税や付加価値税などによる消費に対する課税は、今後、わが国や世界でますます重要となるが、消費課税に
おいては、人が教育や学習を通じて所得獲得能力(human capital)を維持向上させてゆくことは、単なる消費と
して扱われてきた。しかし、human capitalは価値創造の中心的要素となっており、そのための支出も増大して
いる。本研究は、human capitalのための支出に対して、消費課税の下で適正かつ公平な取扱いを行うための方
向性を示した。
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１．研究開始当初の背景 
現在の消費税には、個人が教育や学習を通じて獲得する所得獲得能力(human capital)を得る

ために行う支出を、それ以外の事業のための支出よりも、不利に扱うバイアスがある。すなわち、
事業上に必要な棚卸資産や減価償却資産などを取得するための支出が前段階控除（仕入税額控
除）の対象となるのに対して、human capital を得るために自ら行う支出の多くは、消費税の課
税ベースまたは税額の計算において考慮されることがなく、結果として最終消費と扱われて課
税の対象となる。このバイアスは、 所得再分配に影響し、教育格差やそれが生み出す経済格差
を拡大することが懸念される。 

２．研究の目的 
本研究は、human capital を不利に扱う消費税のバイアスを解消するため、広く個人消費に対

する課税において、資産の概念を応用して human capital を扱う方法を対象とする研究を行い、
human capital に中立的な制度を立案することを目的とすることとした。また、消費税増税とそ
れに伴う税制や教育給付、 社会保障給付の変化における human capital の扱いが、人々の格
差に与える影響を研究することとした。 

３．研究の方法 
本研究は、①個人への課税、②企業への課税、③富や所得の偏在と再分配の３つの観点とこれ

らに対応する研究組織により、個人消費に対する課税ベースの検討を消費税、所得税、法人税、
および、教育・社会保障給付について包括的に行った上で、 (a) human capital の形成、(b) 
human capital の生産活動への貢献、(c) human capital の譲渡・移転や喪失、の各事象におけ
る資産概念の応用と法制度の立案について、研究を実施することとした。なお、研究期間中、二
度にわたる消費税税率引上げの延期が行われるとともに、軽減税率とインボイス制度の導入な
ど、消費税の制度にとって極めて重大な変更が行われ、これらに対する検討に時間を要したため、
研究期間を当初より 1年間延長した。 

４．研究成果 

(1) 総論 
Human capital は、個人の誕生時点で予測される生涯所得の現在価値により評価され、本来は

その時点で所得課税の対象となるとの見解がある。Human capital は、個人が誕生により得る所
与の所得であり、教育研修などによる human capital の維持や向上のための支出は、生涯所得の
減額要素としていわば織り込み済みと扱われる。しかし、この見解は、このような支出の費用性
判断を回避している。包括的所得概念の下では、支出は純資産の減少であり、消費に該当しない
限り、課税ベースを減少させるはずである。消費課税においても、包括的所得を構成する消費を
対象とする限り、このような支出は課税の対象ではないから、前段階控除の対象とすべきである。 
しかし、ここには３つの問題がある。第１は、human capital の維持向上のための支出と、個

人消費との区別である。この区別は、日本の消費税では所得税における必要経費と家事費との区
別に平行して規律されているが、本研究では、初等教育費のように、ひとつの支出が将来の複数
の事業との間に関連性を持つことや、さらに、事業と消費の両方に関連を持つ場合があるとした。 
第２の問題は、課税事業者についてのみ前段階控除が認められていることである。学生や給与

所得者のようにこの身分がない者をどうするか、また、事業者についても将来の別の事業に対応
する支出をどう処理するかが問題となる。 
第３の問題は、事業への従事や消費をすることからも、human capital の維持向上がもたらさ

れ得ることである。 
こうした問題の解決のために、資産概念を応用し、ベイシス（取得価額）の機能を利用する検

討を進めた結果、費用収益対応に基づく所得課税の資産概念、すなわち、費用化がまだできない
状態にある支出という概念とその数値である取得価額だけでは不十分であり、human capital の
ための支出が複数の収益や消費に対応し、事業を営むことや消費をすることによっても増加し
うることを組み込んだベクトルが必要となると考えられた。たとえば、所得控除型付加価値税
(Income VAT)で、human capital のための支出 Xが、年度 i（i=0, 1, 2, , , ,n）において、事
業Ａからの現在価値 Aiの収益にαi（0≦αi≦1）の割合で、事業Ｂからの現在価値 Biの収益に
βi（0≦βi≦1）の割合で、現在価値 Ci の消費にγi（0≦γi≦1）の割合で対応するとき（α

i＋βi＋γi＝1）、同年度に控除されるべき金額 Xi は、∑ α を A などとおくと、
( , , ) + +⁄ で表現されたベイシスについて、たとえば iに帰属する収益で按分した償却
を行うことになる。さらに、支出 Xが複数の年度に行われること、事業への従事や消費によって
human capital が増加することを織り込むことも必要となる。以上から、human capital のため
の支出とそれ以外の事業支出との公平を実現するためには、ベイシスの高度化が必要であると



 

 

いえる（この研究は、基盤研究 B「ベイシスの高度化による法人課税の再生」（研究代表者：岡村
忠生）において進める。）。もっとも、たとえば乳児が言語を習得するような行為を含めることは
現実的ではないので、資産化の範囲をどのように画するかが問われる。この問題に関して、本研
究では、米国の裁判例や所得税規則における教育費の扱いを検討した。 

(2) 各論 
① 個人に関する税制 
第１に確認すべきことは、消費税は個人消費に対する租税であり、租税を納付する事業者から

消費者への転嫁を確保すべきこと、事業者における税の累積をインボイス（税額票）なしに排除
することが困難であること、今後は XBRL 方式による対応 、VIES 類似システムの導入を視野に
入れた電子インボイスの導入が検討されるべきである。また「不課税」や対価概念の精緻化、シ
ェアリング・エコノミーの拡大や、働き方改革を前提とした家庭内の（広い意味での）帰属所得
拡大を前提とした消費課税のあり方やその転嫁の問題点も吟味されるべきである。転嫁の不確
実さは、human capital 形成、生産活動貢献などに歪みをもたらしうる。 
第２に、消費税の軽減税率の導入は政治的にやむを得ないとはいえ、再分配に関して精緻な方

法とはいえず、再分配のためのさらなる制度が必要になると見込まれる他、また上述の転嫁の困
難性を加速する可能性がある。 
第３に、ICT やマイナンバー制度を活かした執行による税制・社会保障の精密化、第三者から

の自動的情報提供システムなどの即時情報把握の利点を活かし、所得課税や社会保障給付との
連携を一層強化すべきであり、さもなくば各制度の human capital 形成などへの影響に齟齬が
生じうる。また、税法ごとの消費概念の不統一は、同様の齟齬を生じる可能性がある。 
② 企業に関する税制 
第１に、企業で働く従業員が支出する種々の項目について近時行われた特定支出控除制度の

対象拡大は、特に将来の資格取得のための支出が現在の収入から控除できない点で、human 
capital 形成や生産活動貢献を阻害する側面がある。 
第 2に、OECD の BEPS（Base Erosion and Profit Shifting、税源浸食と利益移転）プロジェ

クトにおけるデジタル・エコノミーの議論を踏まえると、国境を越えたデジタルコンテンツの取
引について、消費課税の骨格となるべきインボイス制度の改善が必要である。 
第３に、組織再編成および完全支配関係がある法人間で行われる資産移転について認められ

る課税繰延を検討すると、納税者による取引形態の選択可能性の問題等、種々の改善すべき点が
認められる。中立的で首尾一貫した説明が可能な制度を目指すべきである。 
第４に、法人税法における引当金廃止方向などを踏まえると、法人税法がもはや企業会計とは

完全に袂を分かちつつあること、税率の引下げのために課税ベース拡大は租税法学的に疑問が
残ることが指摘される。このような法人税法の独立化現象は、ビックカメラ事件判決(東京高判
平成 25年 7 月 19 日訟月 60 巻 5号 1089 頁)などの判例の流れとしても観察できる。 
第５に、インセンティブ報酬、なかでも一定の譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)

に関し、法人側と役員側の課税取扱いが不整合であり、human capital の蓄積や利用に悪影響を
及ぼし得る。 
③ 富や所得の偏在と再分配 
第１に、消費課税の進展に伴う富の集中化を補正するものとしての相続税・贈与税のあり方を

踏まえ、国際的租税回避防止の核心部分としての「日本とのつながり」注視の相続税・贈与税改
正を行うべきである。 
第２に、物的資本に対する所得課税については対処が行われたものの、相続課税や人的資本移

転に関して日本が対処法を欠くこと、日本では 16 歳未満の国外居住親族に対する社会保障給付
とそれに伴う human capital 蓄積支援が存在しないにもかかわらず、所得税法上は 16 歳以上の
国外居住親族に対する控除が存在する点で不均衡が存在する。 
第３に、富や所得の偏在を促進するような税制が存在するが、その代表例がふるさと納税制度

や今後導入予定である IR を巡る税制である。また個人の生活保障のための政策的な租税債権の
劣後といったアメリカ法からの知見からすれば、富や所得の偏在化に対する対処のために、税制
の細部までの改善が必要である。 
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39. 岡村忠生、わが国における改正の経緯と理由 (特集 減価償却制度の問題点とあり方)、
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無、30巻 2号、2014、73-80 

47. 渡辺徹也、給与所得者と費用控除-平成 24 年度改正特定支出控除を中心に-、税務事例
研究、査読無、139 号、2014、22-55 
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究会、2018 年 3月 20 日、東京都千代田区・ベルサール九段 
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韓国税法学会国際学術大会「韓国における租税回避防止」、2017 年 10 月 20 日、韓国ソウ
ル・ミョンドン銀行連合会館 
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会館 
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日、東京都豊島区・立教大学 
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11 日-12 日、広島市・広島国際会議場 

11. 岡村忠生、法人税の課税ベースと消費課税、日本租税研究協会第 67回租税研究大会（東
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ホームページ等: 消費課税におけるヒューマン・キャピタルと資産概念の応用 
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